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改定前 
各級の更新手続き可能な期間は、審判資格の有効期間が年度末（３月

末）に切れて、その後の１年間 

 

改定後 
各級の更新手続き可能な期間は、審判資格の有効期間が年度末（３月

末）に切れる、以前の１年間 

 

（移行措置期間） 平成３１年３月３１日（平成３０年度末）までは、改定された更新手続

き期間を過ぎた場合でも、その後の１年間は遅延理由書を付した手続き

は受け付ける。 

 

 

 
 28 年度末 

（29/3/31） 

29 年度末 

（30/3/31） 

30 年度末 

（31/3/31） 

31 年度末 

（32/3/31） 

       

平成 28 年度末まで 

有効な資格 

 

 

 

   

       

平成 29 年度末まで 

有効な資格 

 

 
 

 

  

       

平成 30 年度末まで 

有効な資格 

 

 
 

   

       

 

資格有効 資格有効 
移行期間 

資格有効 資格有効 
移行期間 

資格有効 

資格有効 資格有効 

移行期間なし 


